
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ６ 富山県東部消防組合消防本部 

（富山県）の事例 
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１  広域化対象地域の地勢・概要  

富山県東部消防組合は、富山県の東部地域に位置する魚津市、滑川市、

上市町、舟橋村の２市１町１村で構成する管内人口約 10 万 4 千人、管轄面

積約 495.48 ㎢、１本部・３消防署、職員数 110 人（定数 117 人）、緊急車

両 37 台を有する一部事務組合として平成 25 年１月 25 日に発足しました。 

魚津市は、豊かな日本海に面し、東にはなだらかな山容の僧ヶ岳、万年

雪を抱く毛勝山などの北アルプスが広がります。これらの山々を源として、

片貝川、布施川、早月川や角川などの河川が、市内を潤しながら富山湾に

注いでいます。富山県東部の行政、経済、教育、文化の諸機能が集積され

た中心都市として発展しています。  

滑川市は、壮大な山嶺を連ねる北アルプスを背景に加積山麓階とよばれ

る旧扇状地の台地や上大浦を扇頂に扇端が海岸線に広がる新扇状地などに

よって構成されている田園都市で、かつて北陸街道の宿場町として栄え、  

近年では大型企業の立地が相次ぐなど、工業都市として発展しています。  

上市町は、古くから物資流通の中心地として「市（いち）」が栄え、現在

は、米作を中心とした農業と、繊維・薬品・精密部品などの製造業を中心

とする工業とが見事に調和された、緑豊かな田園工業都市です。名峰剱岳

は、多くのクライマーの憧れです。  

舟橋村は、富山県内唯一の村で、全国の自治体の中で一番面積の小さい

自治体として知られ、近年ベッドタウン化が進み、人口・世帯数ともに大

幅に増加しています。今回の消防広域化により、非常備消防が解消されま

した。  

       
構成市町村位置図  
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管内人口等  

 人  口  世帯数  面積（㎢）  

魚津市  44,176 16,616 200.63 

滑川市  33,818 11,760 54.61 

上市町  22,110 7,871 236.77 

舟橋村  3,043 974 3.47 

計  103,147 37,221 495.48 

＊「人口」「世帯数」は、平成 25年３月 31日現在の住民基本台帳人口及び世帯数  

 

 平成 25年火災・救助・救急出動件数  

 火災  救助  救急  

魚津市  11 26 1,474 

滑川市  16 12 1,027 

上市町   2  4   917 

舟橋村   1  0    40 

計  30 42 3,458 

 

２  広域化実現までの手順の概要（広域化の背景や検討経緯）  

消防は、近年の災害や事故の多様化及び大規模化、人口の減少・高齢化、

都市構造の複雑化、住民ニーズの高度化･多様化等、消防を取り巻く社会環  

境が大きく変化している中で、住民の安全･安心を守るという責務を十分に  

果たしていくため、今まで以上に効果的効率的な消防体制の確立が急務と

なっています。  

国は、住民の安全･安心を守るという消防に課せられた責任を確実に果た

していくためには、市町村の消防広域化を推進する必要があることから、

平成 18 年６月に消防組織法を改正し、同年７月に「市町村の消防の広域化

に関する基本指針」を策定しました。この基本指針により、富山県は平成

20 年３月に「富山県消防広域化推進計画」を策定し、その中で広域化の組

合せ案が複数パターン示されました。  

これらを受け、当初は富山県県東部地域の８市町村（人口 21 万人）、平

成 22 年７月からは、７市町村による「富山県東部消防広域化任意運営協議

会」により検討を進めてきました。最終的には、住民にとって消防広域化

はそのメリットが十分期待できるとして、平成 23 年３月 29 日開催の「富

山県東部消防広域化に関する市町村長会議」により、魚津市、滑川市、上

市町、舟橋村の４市町村により「富山県東部消防広域化協議会」を設置す

ることの規約、役員等が承認されました。以降、精力的に協議を進めまし

た。  
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広域化に至った経緯  

平成 18 年６月     消防組織法の一部を改正する法律施行  

平成 18 年７月     市町村の消防の広域化に関する基本指針告示  

平成 20 年３月     富山県消防広域化推進計画策定  

平成 21 年８月     富山県東部消防広域化研究会設置  

（立山町、舟橋村、上市町、滑川市、魚津市、黒部  

市、入善町、朝日町の８市町村  人口 21 万６千人） 

平成 22 年７月     富山県東部消防広域化任意運営協議会設置  

（立山町、舟橋村、上市町、滑川市、魚津市、入善  

町、朝日町の７市町村  人口 17 万３千人）  

平成 23 年２月     富山県東部消防広域化に関する市町村長意見交換会 

     

平成 23 年３月     富山県東部消防広域化に関する４市町村長会議  

平成 23 年４月     富山県東部消防広域化協議会設置（魚津市、滑川  

市、上市町、舟橋村）  

平成 24 年 10 月    富山県東部消防組合広域消防運営計画策定  

平成 24 年 12 月    構成市町村議会において、富山県東部消防組合の  

設置議決、富山県知事へ設置許可申請  

平成 25 年１月 25 日  富山県東部消防組合設置の富山県知事許可  

平成 25 年２月 25 日  富山県東部消防組合議会臨時会開会、条例、予算  

等可決  

平成 25 年３月 31 日  富山県東部消防組合消防事務開始  

(全国初の非常備消防村の解消）１本部３消防署  

１分遣所（分遣所は平成 26 年 10 月開所予定）  

 

３  協議会設置までの手順  

⑴  手順の流れ  

平成 21 年８月に８市町村の消防本部実務担当者による「富山県東部消

防広域化研究会」を設置し、広域化に関するメリット、デメリット、課

題等について整理、研究し、構成市町村長へ報告するとともに、平成 22

年度中の「富山県東部消防広域化任意運営協議会（以下「任意協議会と

いう。）」発足の準備を行ってきました。  

この間に黒部市の任意協議会への不参加が表明され、平成 22 年７月に

７市町村により「富山県東部消防広域化任意運営協議会」を設置し、平

成 25 年４月１日の新組織としてのスタートに向け、協議を進めることと

しました。それ以降、３回の市町村長会議が開催され、立山町、入善町、

朝日町の消防広域化への参加見送りが確認されました。この結果、舟橋
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村、上市町、滑川市及び魚津市の４市町村による消防広域化が決定され、

平成 23 年３月 29 日に「富山県東部消防広域化協議会（以下「協議会」

という。）」が設置されました。  

⑵  富山県東部消防広域化協議会規約の策定  

 下記のとおり。規約の規定に基づき、参与会、幹事会、専門部会を置

き、具体的な事項について協議しました。  

 

 

富山県東部消防広域化協議会規約  

（設置及び目的）  

第１条  舟橋村、上市町、滑川市及び魚津市（以下「構成市町村」という。）

は、消防の広域化に関する協議を行うため、富山県東部消防広域化協議会

（以下「協議会」という。）を設置する。  

（事務）  

第２条  協議会は、次に掲げる事務を行う。  

(1)  消防広域化に関する協議  

(2)  消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 34 条の規定に基づく広域

消防運営計画の作成  

(3)  前２号に掲げるもののほか、消防広域化に関し必要な事項  

（事務所）  

第３条  協議会の事務所は、魚津市本江 3197 番地 1（魚津市消防本部内）に

置く。  

（組織）  

第４条  協議会は、次の委員をもって組織する。  

(1)  構成市町村の長  

(2）   委員は非常勤とする。  

（役員）  

第５条  協議会に次の役員を置き、委員が互選する。  

(1）   会  長  １名  

(2）   副会長  １名  

(3）  監  事  ２名  

（役員の職務）  

第６条  会長は、協議会を代表し、会務を総理する。  

２  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたとき

は、会長の職務を代理する。  

３  監事は、協議会の出納監査を行う。  
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（会議）  

第７条  協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。  

２  委員の３分の１以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこ

れを招集しなければならない。  

３  会長は、会議の開催場所及び日時並びに会議に付すべき事項をあらかじ

め委員に通知しなければならない。  

（会議の運営）  

第８条  会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができ

ない。  

２  会議の議長は、会長があたる。  

３  会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別

に定める。  

（参与会）  

第９条  協議会の効率的な運営に資するため、参与会を置く。  

２  参与会の組織運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。  

（幹事会）  

第 10 条  会議に提案する必要な事項について協議するため、協議会に幹事会

を置く。  

２  幹事会の組織運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。  

（専門部会）  

第 11 条  協議会は、事務の一部について調査研究を行うため専門部会を置

くことができる。  

２  専門部会の組織運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。  

（事務局）  

第 12 条  協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。  

２  事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。  

（職員）  

第 13 条  協議会の事務に従事する職員は、構成市町村の長が協議して定めた

者をもってあてる。  

（経費）  

第 14 条  協議会に要する経費は、構成市町村が基準財政需要額に基づき負担

する。  

（財務に関する事項）  

第 15 条  協議会の予算編成、現金の出納その他の財務に関し必要な事項は、

会長が別に定める。  

（報酬及び費用弁償）  

第 16 条  会長、副会長、監事及び委員は、報酬及びその職務を行うために要
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する費用弁償を受けることができる。  

２  前項に定める報酬及び費用弁償の額並びに支給方法等は、会長が会議に

諮り別に定める。  

（協議会解散の場合の措置）  

第 17 条  協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもっ

て打ち切り、会長であった者がこれを決算する。  

（補則）  

第 18 条  この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が

別に定める。  

附  則  

この規約は、平成 23 年４月１日から施行する。  

 

⑶  協議会の組織  

①  体系図   

 

         指示        報告  

 

 

 

         指示        報告  

 

 

 

         指示        報告  

 

 

 

②  構成   

・協議会  構成市町村の市町村長  

・参与会  構成市町村の副市町村長、消防長  

・幹事会  構成市町村の総務・企画担当課長、消防本部次（課）長  

 ・部会   構成市町村の消防、総務、財政担当者  

 ・事務局  構成市町村、消防本部からの派遣職員  

 

 

 

③  事務局の体制（５名）  

富山県東部消防広域化協議会  
（市町村長）  

参与会  
（副市町村長）  

（消防長、学識経験者）  

幹事会  
（市町村担当課長等、消防本

部担当課長等）  

部会  
（必要に応じ設置）  

事務局  
構成市町村、
消防本部から
の派遣  

（ 

連 

絡 

調 

整 

） 
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④  協議会経費  

消防費に係る基準財政需要額の４市町村構成比により算出、負担す

ることとした。  

・  平成 23 年度富山県東部消防広域化協議会予算   3,791 千円  

   ・  平成 24 年度富山県東部消防広域化協議会予算   26,756 千円  

 

４  協議会の事務の流れ  

 ・ 構成市町村の消防、総務、財政担当者による「総務部会」、「警防部会」、

「予防部会」、「通信部会」の４専門部会を置き、具体的な事項について、

調査、協議しました。  

    開催回数  総務部会 11 回、警防部会 12 回、予防部会 16 回、通信部

会９回、警防・通信合同部会３回  

 ・  構成市町村の総務・企画担当課長、消防本部次（課）長による「幹事

会」を置き、協議会会議に提案する必要な事項について協議しました。  

    開催回数  13 回  

・  構成市町村の副市町村長、消防長による「参与会」を置き、協議会の

効率的な運営に資するため、幹事会で協議のあった事項等について協議

しました。  

    開催回数  11 回  

・ 重要案件や急を要する事案については、「参与・幹事合同会議」を開催

し、協議しました。  

   開催回数  ６回  

・  他に、必要に応じて、総務、財政、消防、救急、救助、救急救命士な

どの担当者会議を数多く開催し、詳細を協議しました。  

・  一部事務組合を構成する市町村議会へ出向き、消防広域化の進捗状況

や広域消防運営計画（案）等について、報告、説明等を行いました。  

・  上記の流れにより協議会会議の協議事項を整理、取りまとめ、協議会

へ提出しました。  

   協議会開催回数  10 回  

⑴  特に留意すべき点について  

広域化の協議の中で、調整に時間を要した課題等  

事務局長⑴  

事務局次長⑴  

総務班⑴  計画調整班⑵  
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①  職員の身分、給与等の統一  

  身分：地方自治法第 252条の 17による職員派遣（身分は各市町に残す。） 

給与：公安職（滑川市、魚津市）と行政職（上市町）の給料表の混在 

経費：経費負担割合は、基準財政需要額割 20％、人口割 80％を基本とする。 

解決策：今後できる限り早い時期の組合職員化（身分統一）など。 

⑵  協議会設置の準備期間  

  「３  協議会設置までの手順」のとおり、約２年半の準備期間があり

ました。  

⑶  広域消防運営計画の協議期間  

  約６ヶ月の協議を経て、平成 24 年 10 月に消防庁へ提出しました。  

⑷  新体制への移行期間  

協議会発足から１年９か月を経て、平成 25 年１月 25 日に富山県知事

から「富山県東部消防組合」の設置が許可され、平成 25 年３月 31 日に

消防事務がスタートしました。  

 

５  広域消防運営計画作成に向けた具体的な協議事項  

⑴  広域化の方式及びスケジュール  

広域化の方式には、「一部事務組合方式」と「事務委託方式」がありま

すが、行政サービスの一部を共同で行うことを目的として設置する「一

部事務組合方式」とする。  

広域化の開始は、広域化のメリットを早期に実現し、住民の安全・安

心の強化を図るとともに、消防救急デジタル無線整備や高機能消防指令

センター整備の計画的、効率的な事業推進を行うため「平成 25 年３月３

１日」とする。  

⑵  組織  

①  消防本部の名称   

消防本部の名称は、構成市町村の住民への分かりやすさと位置の判

別のしやすさを考慮し、「富山県東部消防組合消防本部」とする。   

②  消防本部の位置   

消防本部の位置は、機能や改修等を総合的に検討し、現魚津市消防

本部を活用することとして、魚津市本江 3197 番地１に置く。   

③  消防署の名称   

消防署の位置に変更がないことや、住民にわかりやすく、混乱を招

かないよう配慮するため、消防署の名称は、現在の名称を継承します

が、市町の文字は削除する。   

④  消防署の位置   

消防署の位置は、今後も消防力の低下を招かないよう配慮するため、 
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それぞれ現行のとおり維持する。  

⑤  分遣所の設置   

常備消防の設置がない舟橋村に分遣所を設置する。   

 

＊  組織図   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶  職員の処遇等  

  ①  定員配置  

職員定数は、署及び分遣所の適正職員数を勘案し、平成 2４年 4 月 1

日現在の定数「 108 人」に新規採用 6 人、事務職員 3 人及び平成 31 年

度に新規採用する 3 人を加え、 120 人とする。  

職員配置は、本部部門を統合効率化し、署及び分遣所の充実強化を図

る。  

②  採用計画   

新規職員の採用は、定数の欠員補充とします。ただし、退職者が多

い場合、定数内で再任用を活用する。   

今後、10 年間で職員の約 1/3 が退職となることから、消防力の低下

を防ぐため、再任用の活用や年齢構成の均一化を図る採用計画を策定

する。また、定年延長制度が実施された場合の対応も研究する。   

③  身分（任用、階級等）   

職員の身分の取扱について、現在の魚津市、滑川市、上市町の消防

職員は、各市町職員の身分を有したまま、消防組合に派遣する。   

新規採用職員にあっては、消防組合で採用し、組合職員とする。   

平成 36 年度に魚津市、滑川市、上市町の消防職員は各市町を退職し、

消防組合で採用を行い、組合職員として身分を統一する。   

階級は、「消防吏員の階級の基準（昭和 37 年消防庁告示第 6 号）」に

より、消防長の階級を消防監とし、組織にあわせ階級、職階を適切に  

会計管理者 

消防長  

組合議会 

監査委員 

管  理  者  

副管理者  

次  長  

公平委員会 

総務課  

通信指令課 

消防課  

魚津消防署 

滑川消防署 

上市消防署 舟橋分遣所 
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配置する。   

④  給与（諸手当含む）   

給料表は、現在、魚津市、滑川市は、国家公務員公安職給料表（一）

に準拠し、  魚津市が 7 級制、滑川市が 6 級制を採用する。上市町は、

国家公務員行政職給料表（一）に準拠し、 6 級制を採用する。   

国の通知（昭和 26 年 3 月 16 日国消警発 58 号国家消防庁管理局長）

において、 消防職員については、国の公安職給料表に準じた給料表を

適用することが望ましいとあることから、消防組合の給料表は、 7 級

制（国家公務員公安職給料表（一）準拠）とする。   

なお、組合職員として身分を統一するまでの間は、各市町の消防組

合への派遣職員となるため、給与費相当分を派遣元市町が消防組合負

担金として負担する。   

また、現給は保障するものとし、格差の是正については、広域化後、

派遣職員が組合職員となる平成 36 年度までに各市町において調整す

る。   

諸手当は、住居手当、通勤手当及び特殊勤務手当等の見直しを行う。   

⑤  福利厚生   

共済制度、公務災害補償制度、安全衛生制度は、関係法規に基づき

適切に実施する。   

職員の互助制度は、新たな共済会を設置する。   

⑥  教育、訓練及び研修   

教育、訓練及び研修は、救急業務及び予防業務等の高度化、専門化

に対応するため、研修施設を活用し、人材育成を図る。   

救急救命士の研修等については、各地域のメディカルコントロール

協議会や病院等と連携し、救急救命士の養成に努める。  

⑷  施設整備  

  ①  消防施設等整備計画   

消防施設整備計画は、広域化後に整備する高機能消防指令センター、

消防救急デジタル無線整備等を加え、計画を策定する。   

ただし、車両整備に関し、各市町からの無償貸与とするため、その

整備計画については、各市町の計画とし、組合の消防施設整備計画と

の整合を図る。   

【組合消防本部の主な整備項目】   

ア  高機能消防指令センター（建屋、通信指令装置）整備   

イ  上市消防署舟橋分遣所建設   

ウ  消防救急デジタル無線整備   

②  通信指令システム   
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高機能消防指令センターは、消防組合設立後に整備するものとし、

平成 26 年  4 月の運用開始までは、各署において 119 番受信から部隊

運用までを行う。   

・  通信指令システム整備・・・高機能消防指令センター（Ⅱ型）   

・  消防救急無線（アナログ）の統合整備   

ア  消防本部の現状   

消防本部の消防救急無線システムは、各消防本部が設置した無

線基地局と  移動局（車載、携帯）間で通信を行う方法で消防・救

急等の業務に活用する。   

・魚津市消防本部・・・基地局 1 局   

・滑川市消防本部・・・基地局１局、固定局 1 局   

・上市町消防本部・・・基地局１局、固定局１局   

・舟橋村  ・・・可搬式移動局 1 局   

イ  整備計画の基本方針   

既存の基地局、移動局を活用する消防救急無線システムを構築

することを  前提とし、高機能消防指令センターから各署の基地局

を遠隔操作により制御し、無線統制を図る。   

現在、滑川消防署及び上市消防署が使用している中新川ブロッ

ク波を主運用波として活用するため、魚津消防署所属の移動、携

帯局に追加し、消防救急無線システムの制御及び統制を行う。   

③  消防救急デジタル無線整備について   

消防救急無線のデジタル化整備については、平成 28 年 5 月 31 日ま

でに現在のアナログ無線からデジタル無線へ移行することとされてお

り、平成 24 年度で基本設計を実施、平成 25 年度実施設計、平成 26

年度、平成 27 年度で整備する計画を策定する。   

④  舟橋分遣所建設   

富山県東部消防組合消防本部管内における住民サービスの均一化と

現場到着時間の短縮を図るため、舟橋村に救急隊を常駐させる分遣所

を建設し、平成 26 年 10 月の運用開始をする。   

⑸  経費負担等  

  ①  経費負担割合   

経費負担割合は、次のとおりとする。   

ア  経費負担は、基準財政需要額割 20％、人口割 80％を基本とする。  

  参考：平成 24 年度構成市町村負担割合  

魚津市 42.3％、滑川市 32.6％、上市町 21.9％、舟橋村 3.2％  

イ  施設整備は次のとおりとする。   

・  高機能消防指令センター及び舟橋分遣所建設に係る経費負担割
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合については、建設地を管轄する市町村が 50％を負担し、50％を

アで定める負担割合で構成市町村が負担する。   

・  今後の消防庁舎建設に係る経費負担割合については、構成市町

村でその都度協議し、決定する。   

・ 署に配置する消防ポンプ車、救急車及びその他の消防車両等は、

署の属する市町が負担する。   

・  分遣所に配備する救急車の経費負担は、協議し決定する。   

・  はしご車は、①に定める経費負担割合により、構成市町村が負

担する。  

⑹  消防団等との連携確保  

 ①  構成市町村の消防団との連携   

富山県東部消防組合消防本部と構成市町村の消防団は、災害現場活

動において相互間の連携、協力体制を構築しておく必要がある。   

そのため、定期的な連絡会議等を開催し、平常時から連携、協力体

制を確認し、その強化に努める。  

②  構成市町村の消防団事務   

構成市町村の消防団事務は、従前、消防本部若しくは行政部局で行

われていましたが、常備消防の広域化により消防本部が行っていた消

防団事務は、構成市町村において行う。   

しかし、構成市町村においては、消防団事務を行う人員及び知識経

験がなく組合消防の協力が不可欠となることから、消防団の意向を充

分に尊重することを基本とし、 消防署員を構成市町村の職員と併任さ

せ、消防団事務を行う。   

なお、組合消防が構成市町村の消防団事務を行うにあたり、必要と

なる経費は構成市町村が負担する。   

 

６  新体制へ移行するまでの具体的な手続  

⑴  一部事務組合の設置手続  

 ①  一部事務組合を構成する４市町村の 12 月議会定例会において、地方

自治法第 284 条第２項の規定により、平成 25 年３月 31 日から魚津市、

滑川市、上市町及び舟橋村の消防事務を共同処理するため、規約を定

め、富山県東部消防組合を設置することについて、議会の議決を求め、

可決した。  

②  平成 24 年 12 月 25 日に富山県知事に「富山県東部消防組合」の設置  

許可申請を提出した。  

③  平成 25 年１月 25 日に設置が許可。  
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富山県東部消防組合規約  

（組合の名称）  

第１条  この組合は、富山県東部消防組合（以下「組合」という。）という。 

（組合を組織する地方公共団体）  

第２条  組合は、魚津市、滑川市、上市町及び舟橋村（以下「構成市町村」

という。）をもって組織する。  

（共同処理する事務）  

第３条  組合が共同処理する事務は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）

及び消防法（昭和 23 年法律第 186 号）に定める消防事務（消防水利の設置

及び管理並びに非常備消防に関する事務を除く。）とする。  

（組合の事務所）  

第４条  組合の事務所は、魚津市本江 3197 番地 1 に置く。  

（組合議員の定数）  

第５条  組合の議会の議員（以下「組合議員」という。）の定数は、 10 人と

する。  

（組合議員の選挙の方法）  

第６条  組合議員は、構成市町村の議会において、当該議会の議員のうちか

ら選挙する。  

２  構成市町村において選挙すべき組合議員の定数は、次のとおりとする。  

 ⑴  魚津市  ３人  

 ⑵  滑川市  ３人  

 ⑶  上市町  ２人  

 ⑷  舟橋村  ２人  

（組合議員の任期等）  

第７条  組合議員の任期は、構成市町村の議会の議員の任期による。  

２  組合議員に欠員が生じたときは、当該組合議員の所属する構成市町村の

長は、その旨を管理者に報告しなければならない。  

３  組合議員に欠員が生じたときは、当該構成市町村の議会において速やか

に補欠議員を選挙しなければならない。  

（組合議員の選挙の結果報告）  

第８条  組合議員の選挙が終了したときは、当該構成市町村の長は、直ちに

その結果を管理者に報告しなければならない。  

（組合の議会の議長及び副議長）  

第９条  組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各１人を選挙し

なければならない。  

２  議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。  

（執行機関の組織等）  
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第 10 条  組合に管理者１人、副管理者３人を置く。  

２  管理者は、構成市町村の長のうちから互選し、副管理者は、管理者以外

の構成市町村の長をもって充てる。  

３  管理者は、組合を統轄し、これを代表する。  

４  副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるときは、副管理者の

協議により、そのうちの 1 人が管理者の職務を代理する。  

５  管理者及び副管理者の任期は、当該構成市町村の長の任期による。  

（会計管理者）  

第 11 条  組合の会計事務を処理するため、会計管理者を置く。  

２  会計管理者は、管理者の属する市町村の会計管理者をもって充てる。  

（監査委員）  

第 12 条  組合に監査委員２人を置く。  

２  監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有

する者のうちからそれぞれ１人を選任する。  

３  監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議

員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあっ

ては４年とする。  

（職員）  

第 13 条  組合に必要な職員を置き、その定数は、条例で定める。  

２  前項の職員は、管理者が任免する。ただし、消防長以外の消防職員につ

いては、管理者の承認を得て消防長が任免する。  

（経費の支弁方法）  

第 14 条  組合の経費は、構成市町村の分担金、国庫支出金、県支出金、手数

料、地方債その他の収入をもって充てる。  

２  前項の構成市町村の分担金の額は、組合の議会の議決を経て定める。  

（その他）  

第 15 条  この規約に定めるもののほか、規約の施行に関し必要な事項は、管

理者が別に定める。  

   附  則  

１  この規約は、富山県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第３

条の規定は、平成 25 年３月 31 日から施行する。  

２  この規約により最初に管理者が選任されるまでの間は、魚津市長が管理

者の職務を行う。  

 

 ④  平成 25 年１月 25 日に一部事務組合構成４市町村において、「消防広

域化協定書」を締結しました。  

⑵  住民への周知  
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 ①  組合構成市町村の平成 24 年 10 月及び 11 月の広報誌に、「消防の広

域化」について２回にわたり掲載（Ａ４版１ページ）、住民への周知を

行いました。  

②  協議会事務局が作成した啓発パンフレット（Ａ３版１枚両面印刷）

を作成し、平成 25 年１月に組合構成市町村に全戸配布しました。  

③  組合構成市町村の平成 25 年３月の広報誌に「富山県東部消防組合の

県知事からの設置許可」、平成 25 年４月の広報誌に「富山県東部消防

組合の消防事務の開始、組合の組織、 119 番通報の掛けかたなど」を

掲載し、住民への周知を行いました。  

⑶  条例改正及び予算の準備  

  ①  条例  

富山県東部消防組合設置に伴う条例、規則、訓令等の例規について、

平成 24 年９月から協議会の「総務部会」、「警防部会」、「予防部会」、

「通信部会」の４専門部会において作成の準備を進めました。  

平成 25 年１月 25 日に組合の設置許可があったので、同日付けで「富

山県東部消防組合の休日を定める条例」ほか 23 件を専決処分しました。

平成 25 年２月 25 日開催の富山県東部消防組合議会臨時会において、

条例の専決処分の承認と、新たに「富山県東部消防組合消防本部及び

消防署の設置等に関する条例の制定について」ほか７条例を議案上程

し、可決されました。条例作成と同時進行で規則、訓令等の作成に努

めました。  

 ②  予算  

   構成市町村と協議を進め、予算を作成し、平成 25 年２月 20 日に全

員協議会を開催し、予算議案、条例等について事前説明を行い、平成

25 年２月 25 日開催の富山県東部消防組合議会臨時会において、次の

とおり可決されました。  

  ・  平成 24 年度富山県東部消防組合一般会計予算   504,279 千円  

  ・  平成 25 年度富山県東部消防組合一般会計予算  1,129,980 千円  

⑷  長及び議員の選任準備  

  一部事務組合管理者については、富山県東部消防組合の設置許可があ

った平成 25 年１月 25 日に組合構成市町村長会議を開催し、富山県東部

消防広域化協議会会長である魚津市長が互選されました。  

一部組合議会議員については、平成 24 年 12 月開催の協議会において  

10 人程度（魚津市３人、滑川市３人、上市町２人、舟橋村２人）の考え

が示され、組合設置が許可された平成 25 年１月 25 日付けで構成市町村

へ選任依頼を提出し、各市町村議会の２月臨時会において、選挙されま

した。  
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⑸  職員の身分移管  

職員の身分の取扱について、現在の魚津市、滑川市、上市町の消防職

員は、各市町職員の身分を有したまま消防組合に派遣することとなりま

した。新規採用職員にあっては、一部事務組合で採用し、組合職員とす

る。平成 36 年度に魚津市、滑川市、上市町の消防職員は各市町を退職し、

消防組合で採用を行い、組合職員として身分を統一する。   

 

富山県東部消防組合開庁式          富山県東部消防組合消防本部庁舎  

 

７  広域化による具体的なメリット  

⑴  消防体制の強化  

   広域化後は、災害初期の段階から広域エリア内における効果的な部隊

活動を構築し、初動部隊の増強を図るとともに、２次出動体制が充実す

るなど消防力の増強が図れ、集結時間が短縮されました。  

⑵  予防業務・救急業務の高度化・専門化  

   旧３消防本部の統合により、総務部門の人員減が図られた一方で、各

消防署に危険物規制事務、消防同意事務や予防査察などを行う予防要員

を配置することにより、予防業務の充実強化を図ることができました。  

⑶  高度な装備・資機材の整備  

   指令業務については、広域化時点では指令台が統合されていないため

各消防署にて指令業務を行っていますが、平成 25 年度中に高機能指令セ

ンターを建設、指令台Ⅱ型を整備し、平成 26 年度に消防救急無線のデジ

タル化整備がされると、迅速・確実な部隊運用が可能になり、災害現場  

直近の署所から出動できるため、現場到着時間が短縮される。  

また、指揮命令系統の一元化が図られることから効果的な部隊運用が

可能となり、消防体制のさらなる充実強化が図られる。  

⑷  人事異動・研修等の充実  

人事異動、職員研修、火災・救助・救急出動・訓練等により、組合職

員としての一体感の醸成を図りながら、消防力の強化に努める。  

８  新体制移行後の課題等  
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⑴  一部事務組合の運営  

  消防広域化の効果については、住民サービスの向上、人員配置の効率

化と専門化、消防体制の基盤の強化等が挙げられますが、組合として消

防事務を開始したばかりであり、今後、施策・事務事業評価、住民視点

などから検証していく必要があります。  

⑵  職員の身分  

消防職員の身分の取扱については、各市町職員の身分を有したまま、

消防組合に派遣となっており、平成 36 年度に各市町を退職し、消防組合

で採用を行い、組合職員として身分を統一することとしていますが、で

きれば早めの身分統一を図る必要があると考えます。  

 ⑶  給与調整、退職手当調整等  

給料表の組合としての統一、格差の是正については、広域化後、派遣

職員が組合職員となる平成 36 年度までに各市町において調整すること

としていますが、⑵の職員の身分同様に早めの格差是正を図る必要があ

ります。  

 

９  おわりに  

富山県東部消防組合管轄地は、自然が豊かで山から海までと活動幅が広

く、防災関係機関との連携が不可欠となっています。海難事故は潜水隊及

び救助艇雄山丸と海上保安部との合同訓練、山岳事故は富山県警山岳警備

隊及び防災航空隊との合同訓練の実施により、連携強化、救助技術の向上

を図っています。これからも組合職員としての一体感を醸成し、住民が住

みなれた地域で安全に安心して暮らせるよう、消防体制の整備に万全を尽

くしていきます。  
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